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タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分に対する審査請求の結果について 

 

 

当社は、平成 24年７月 17日付けで、大阪国税不服審判所より、タックスヘイブ

ン対策税制適用に基づく更正処分に対する審査請求の裁決書を受領いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

当社は、平成 23年６月 29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘ

イブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断による更正処分を受領

いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成 23年８月 25日に大阪国

税不服審判所に対して審査請求を行ないましたが、今般、大阪国税不服審判所より、

当社の主張を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。 

 

当社といたしましては、今回の裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではあ

りませんので、今後は、裁判において当社の正当性を主張していく所存であります

（現在、大阪高等裁判所では、前回（平成 20年６月 16日付）及び前々回（平成 17

年６月 28日付）のタックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分の取消請求訴

訟の控訴審が審理されております）。 

 

 

なお、本件が当社の平成 25年３月期の業績に与える影響はありません。 
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